
中小企業金融円滑化法の期限到来後の取組方針について 

平成２１年１２月４日に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨 

時措置に関する法律」（以下、「金融円滑化法」といいます。）が平成２５年３月末をもって期

限が到来いたしましたが、 群馬県信用組合では従来と変わらず、引き続き、全役職員を

あげて、金融円滑化に取り組んでまいります。 

１．当組合は、金融円滑化法の期限到来後も、お客様からのご融資条件の変更等のお申出 

に対してできる限り対応する等、従来と変わらない姿勢で真摯に対応してまいります。また、

他の金融機関や信用保証協会、中小企業再生支援協議会等の関係機関と十分に連携を

図り、ご融資条件の変更等や円滑な資金供給によりお客様への支援を継続してまいりま

す。 

２．当組合は、一層のコンサルティング機能を発揮して、お客様の問題・課題に応じた最 

適な解決策を、お客様の立場に立って提案し、その実行を支援してまいります。また、 

金融円滑化法の 期限到来後 も、こ れまで以上にス ピ ード感と使命感を持って 、中 小企業 

金融の円滑化に向けてしっかりと取り組んでまいります。 

３．当組合は 、住宅 ローンを ご利用 いた だい ている お客様 から のご 返済 に関する ご相 談や 

ご融資条件の変更等のお申込があった 場合には、こ れまでと同様に、お客様が抱えてい 

る問題・課題を十分に把握したうえで、その解決に努めてまいります。 

４．当組合は、平成２６年２月１日に施行された「経営者保証に関するガイドライン」に基づ

き、経営者保証への取組みにより金融円滑化を通じて中小企業の活力が一層引出され、

日本経済活性化に資するとの観点から、ガイドラインに沿った取組みを行ってまいります。 

【融資相談窓口のご案内】 

１．営業店のご相談窓口（土・日・祝日、12 月 31 日～1 月 3 日を除く） 

受付時間 相談店舗 

9:00～17:00 松井田支店、安中支店、原市支店、下仁田支店、富岡支店、甘楽町支店 

9:00～15:00 横川支店、板鼻支店、磯部支店、高崎西支店、高崎支店、八幡支店、南牧 

支店、西牧支店、南蛇井支店、本店営業部、一の宮支店、高崎山名支店、 高

崎貝沢支店、妙義支店、吉井支店、榛名町支店 

２．本部のご相談、苦情等受付窓口（土・日・祝日、12 月 31 日～1 月 3 日を除く） 

担当部署 営業推進部企業支援課（佐藤、樋口） 

電話番号 ０２７４－６２－６１７１ 

受付時間 ９：００～１７：００ 



　（別紙4）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
　〔債務者が中小企業者である場合〕

（単位：件）

平成25年 平成25年 平成25年 平成26年 平成26年 平成26年 平成26年 平成27年 平成27年 平成27年 平成28年 平成28年 平成29年
6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 3月末 9月末 3月末

3,184 3,363 3,572 3,743 3,988 4,180 4,404 4,551 4,812 4,991 5,363 5,760 6,131

うち、実行に係る貸付債権の数 2,998 3,201 3,413 3,563 3,790 3,977 4,211 4,330 4,573 4,775 5,129 5,532 5,876

うち、謝絶に係る貸付債権の数 20 20 20 20 20 20 20 23 23 23 23 23 23

うち、審査中の貸付債権の数 51 21 16 26 36 37 24 47 63 40 58 52 73

うち、取下げに係る貸付債権の数 115 121 123 134 142 146 149 151 153 153 153 153 159

　（別紙5）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の金額
　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：件）

平成25年 平成25年 平成25年 平成26年 平成26年 平成26年 平成26年 平成27年 平成27年 平成27年 平成28年 平成28年 平成29年
6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 3月末 9月末 3月末

137 151 161 171 183 191 197 205 217 226 239 256 264

うち、実行に係る貸付債権の金額 122 136 143 148 160 167 175 181 192 202 213 234 241

うち、謝絶に係る貸付債権の金額 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

うち、審査中の貸付債権の金額 1 1 1 4 2 2 0 2 3 2 4 0 1

うち、取下げに係る貸付債権の金額 10 10 13 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の金額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
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